
「耶律鋳夫妻墓誌銘」録文 と訓読

徳永 洋介

は じめに

1998年 秋 、願和園の文物保 存庫 建設 の工事 中に耶律鋳夫妻 の墓 が発 見 され 、その墓

誌 が出土 した。 い うまで もな く、耶律鋳 は耶律楚材 の子 であ り、 自身 もク ビライ政権

の中書左丞相 の地位 まで進 んだ人物 である。そ の行動 につい て とか くの評判 はあ るに

せ よ、 これ ほ ど著名 な元朝高官 の墓誌 が出土す るこ とは稀で あ り、そ もそ も この人物

に関わる碑誌類 の存在 自体が疑 われていただ けに、史料 的価値 の高 さが期待 され たが、

その拓影が公 開 され る ことはなかった。 ところが、過 日出版 された 『北京市文物研究

所蔵墓誌拓片』(北 京市文物研究所編、北京燕山出版社、2003年)に 、管見の限 りではそ

の拓影が初 めて登載 され た。そ こで本科学研究費補助金の研 究班では、2004年5.月8

日に京都大学文学研究科ユー ラシア文化研 究セ ンタ.___で開催 された研 究集会 にお いて、

同書掲載の拓影 に検討 を加 えた。今回掲載す るのは、当 日の講読 を担 当 した徳永 が、

本研究班の構成員以外 をも含む参加 者か ら提示 された意見 を参照 しつつ 、あ らためて

録文 と訓読 を作成 し、必要 な部分 に簡略 な注記 を加 えた もので ある。 なお、そ の後刊

行 された 『北京文物精粋大系 ・石刻巻』(北 京出版社、2004年)に も拓影が掲載 されて

はい るが、印刷 は不鮮明で、何 らかの書物か らの複 写 と思われ る。

この墓誌 に関す る関連文献は、以 下の とお りで ある。また耶律鋳 については、『元 史』

所載の伝の ほか、岩村忍 「耶律鋳」(『蒙古史雑考』 白林書院、1943年)、 あ るいは杉 山正

明 『耶律楚材 とそ の時代』(白 帝社、1996年)を 参照 されたい。

耶律鋳墓誌 関係 文献

「耶律鋳夫婦合葬墓簡況」『北京文博』1998-4

「耶律鋳夫妻合葬墓 出土珍貴文物」『中国文物報』1999年1月31日

「五十年北京地 区発現的重要文字石刻 」(呉 文 ・傅幸)『 北京 文博』2000-1

「《元 中書左丞相耶律 夫婦合葬墓 出土文物展》巡礼」(王丹 ・王策)『北京文博』2000-4

「噸和園耶律楚材祠六一重新開門迎客」『北京 日報』2003年5 .月30日

録文凡例

1こ の録文は、上記のごとく 『北京市文物研究所蔵墓誌拓片』所載の拓影に基づ

くものである。

2録 文中で、口 で示 した ものは、文意 によって文字 を補 った箇所、*は 判読不明

の箇所 、文字の右の?は 疑問が残 る箇所 をそれぞれ 示す。

3印 刷 上の事情か ら、漢字は原則 と して常用漢字 を用いた。
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【訓読 】

故 中書左丞相耶律公墓誌銘(一=)

大元故光禄大夫 ・監修 国史 ・中書左 丞相耶律公墓誌銘

公 、諦 は鋳 、字 は成仲。遼太祖の長子 、東丹王の九世の孫な り。王、誰 を突欲 と日

い、燕京留守 ・政事令婁 国を生む。婁国 は将軍国隠 を生む。 国隠は太師合魯 を生む。

合魯 は太師胡篤 を生む。胡篤 は定遠大将軍内刺 を生む。内刺は銀青栄禄大夫 ・興平軍

節度使徳元 を生む。徳元 の弟、章魯は正議 大夫 ・尚書右丞 ・祖 考の履 を生む。逼 ち興

平公以て子 と為 し、遂 にその後 を承 け しむ。論 を文献公 と日 う。文献公 は中書令楚材 、

字 は晋卿 を生む。中書令及び漆水国夫人蘇氏、車駕 の西征 に従 いて西域 に至 り、……。

辛 巳の年(1221)五.月 初三 日、公 生 まる。既 に成童 し、九山の李先生子微 に従学す。博

聞強記 に して、文筆 は天下の冠為 り。 自 ら讐渓 と号 し、……世に行 わ る。長 ず るに及

び、又た能 く諸の国語 に通 じ、精敏 絶倫た り。 天后朝、中書省 事を嗣領 す るも、年は

纏か に二十有 三な り。 中統元年(1260)、 公、六盤 山の夏会 に在 りしとき、変 あ り。雇

従せ し者、皆 なこれ に従 うも、唯だ公 のみその妻 子 を棄 て、身 を挺 して逃れ 帰れ り。

上、大いに喜び、詔 して 曰わ く、慶 承相撞 、学は**に 冠 た り。*は 家 声を振 わ し、

雅 よ り朝政 を知 る。 蓋 し臣為 りて以て己を有す るな く、 しか も国を憂 い、常にその家

を忘 るれ ばな り。 矧んや、閥閲の先 猷に遵 わんには、宜 しく君 臣の大義 を正す べ く、

特に 中書左丞相 を授 くべ し、 と。 至元元年(1264)八 月 、光禄大夫 を加 えらるるも、 中

書左 丞相 は故 の如 し。 四年(1267)六 月、栄禄 大夫 ・平章政事 に改 め らる。 五年(1268)

九月、復 び光禄 大夫 ・中書左 丞相 に拝せ らる。公 、毎 に朝 に在 りては、誠 を端 く し忠

を尽 く し、庶政 を経論す るに、治民を以て 己れが任 と為す。十年(1273)十 一月、光禄

大夫 ・平章軍 国重事 に遷 る。十 三年(1276)六 月、公 に詔 して監修 国史た るべ く、余 は

故の如 し。朝廷 に凡そ大事 あ らば、必ず諮訪す。十 九年(1282)冬 十 月、又た光禄 大夫 ・

監修 国史 ・中書左 丞相 に拝せ らる。 二十二年(1285)四 月十二 日甲寅 、疾 を以て莞 る。

享年 、六十 有五な り。 ……祖 宗以来 、皆 な礼 を以て薄葬す。1財 単幣 の地下 に腐 りし

は、誠 に亡者 に益な し。 その中を して欲すべ きなか らしむれ ば、或 し後世 に誤 りて人

の動 かす所 と為 るとも、……君子 の能 くこれ を掩 う者 あ らん、 と。諸子 、泣 して命 を
みなみ ほ ち

奉ず。 この年 の七月十五 日乙酉、盆 山の陽 、中書令 の兆次に葬 りしは、礼 な り。夫人

は七人 あ り。粘合 氏、中書公 の女 な り。也里可温真氏。赤帖吉真氏。雪尼真氏。奇渥

温真氏 二人。盆 吉刺真 氏。子 は十二人 あ り。長 を希徴 と日 う、 中順大夫 ・源州鎮守萬

戸 た り。次は希勃、三十一歳 に して卒す。次 は道道 、早に卒す。次 は希亮 、嘉議大夫 ・

吏部 尚書 た り。次 は希寛 、**王 位下 に奉御 た り。次 は希素、既 に婆 りて卒す。次 は

希周 、嘉議大夫 ・左侍儀奉御 ・兼修起居注 た り。次 は希光、奉訓大夫 ・員**治 中た

り。次 は希逸 、嘉議 大夫 ・山東東西道提刑按察使 た り。次 は希援。次 は希崇。次 は希

晟。粘合氏 は道道 を生み、赤 帖吉真氏 は、希亮 ・希素 ・希光 ・希逸 を生み、奇渥温真

氏は希援 ・希崇 ・希 晟を生む。女 は六人 あ り。長 は行 中書省左丞浬 唯正 に適 ぎ、次 は

興元……に適 ぎ、…は已に人に適 げ り。孫男 は十 三人 、孫女十 四人 あ り。 ま さに葬 ら

ん とせ しに、尚書公 等の使 来 りて天 民に銘せ ん ことを請 う。天 民、…公 門……盛徳 、

それ何 ぞ敢 えて辞 さんや。 鳴呼、公 の功勲 ・事 業、始 めは則 ち民心 に布 かれ 、終 りは

則 ち史策に著す。-FT一こにおいて、……その始 末を具え、 これ が誌 を為 る と しか云 う。

銘 に 曰わ く、
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慶 門、賢あ り、哲 あ り、令子令孫 、以 て公 に及ぶ まで、名 は高 く位 は尊 し。
・克敦

、ああ、終 りなるかな。英魂 を耐 り、石 を墳前 に埋 め、以 て永存 を図 る。

至元二十二年七月十五 日立石

【補注】

02遼 太圃長Eヨ東丹王:訣 字の部分は、元好間 「尚書右丞耶律公神道碑」(蘇天爵 『国

朝文類』巻57)、 宋子貞 「中書令耶律公神道碑」(『国朝文類』巻57)に よ り補 う。

03太 師胡篤:元 好 間 「尚書右丞耶律公神道碑 」 と宋子 貞 「中書令耶律公神道碑 」に

もとつ く。

04尚 書函 考履:耶 律 履(1i30～91)、 字 は履道。金 章宗 の明昌元年(1190)に 尚

書右 丞 とな る。 なお実父の章魯 は、厳密 には興平公 内刺 の族弟 にあた る(『金史』

巻95、 移刺履伝、元好問 「尚書右丞耶律公神道碑」)。

05中 書令及漆水国[i璽 ヨ:宋 子貞 「中書令耶律公神道碑」には、漆水国夫人蘇氏

を楚材 と同 じ墓所 に埋葬 した ことに触 れ、「蘇氏、東城先生 四世孫 、威州 刺史公弼

之女、生子鋳。今為 中書左 丞相」 と記 す。

06a車 駕西征:チ ンギスの西征は 己卯の年(1219)に 始 まってお り、辛 巳の年(1221)

はそ の3年 目に あた る。かつ て王 国維 が考証 した とお り(「耶律文正公年譜」)、こ

の記述 は、楚材の 中央ア ジア滞在中に耶律鋳 が出生 した事 実を裏付 けて くれ る。

06b李 先生子微:李 微 、子微 は字。 九山居 士の称 をもち、楚材 の墓誌(蘇 天爵 『国朝名

臣事略』巻5、 中書耶律文正王に逸文がある)の ほか、楚材 の詩集 『湛 然居士文集』14

巻の後序の撰者 として も知 られ る。オ ゴデイの五年(1233)、 元好 間が開封 陥落直

後 に楚材 に宛 てて送 った書簡の なかで推薦 した金朝 人士のひ とり 「雲 中(大 同)の

李微」 と同一の人物で あると推 察 され る(『 元遺山文集』巻39、 寄中書耶律公書)。

07自 号./-t***行 干世:耶 律鋳 の文集 と しては、現行 の 『讐渓 酔隠集』6巻 のほ

か に、年少期 の詩 を集 めた 『讐渓 小稿』 が知 られてい るこ とか ら(『 四庫提要』巻

166、別集類)、 この部分 は 「自号匿 函 、[互璽 行干世」 とい う方 向で解 して よか

ろ う 。

08a天 后 朝 、 嗣 領 中書 省 事 、 年rl`一.]有 三:『 元 史 』 巻146、 耶 律 鋳 伝 に 、 「楚 材 莞 、

嗣領 中書省事 、時年二十三」 とあるの にも とつ く。ただ しその年月 について は、

王国維 の 「年譜」以来、 甲辰 の年(1244)と す るのが通説 とされて きたが、正 し

くは六皇后乃馬真氏(ド レゲネ)の 称制2年 目にあたる癸卯 の年(1243)と 見 るべ

きで あろ う(藤 枝晃 『征服王朝』秋田屋、1948年 、83頁)。

08b公 在六盤 山夏会有変:ア リクブケ派の渾都海(ク ン ドゥカイ)ら が六盤 山で ク ビラ

イ に叛旗 をひ るが え した事件 を さす(『元史』巻4、世祖紀1、中統元年六月戊戌ほか)。

『元史』耶律鋳伝 に、「乙未(己 未の誤 り)、憲宗崩、阿里不幕叛 、鋳棄妻子 、挺身

自朔方 来帰。世祖嘉 其忠、即 日召 見、賞賜優厚」 と記す ほか 、同書巻180、 耶律

希亮伝や危 素 「故翰 林学士……耶律公神道碑 」(『危太僕文続集』巻2)に も詳 しい

記述 があ る。

10慶 承相 撞:こ の部分、意 味が判然 としない。

11圏 左 丞相:『 元史』の本伝 のほか、同書巻4、 世祖紀1、 中統 二年 六月戊午に よ

1



る 。

12五 年 九月、復囲 光禄大夫 ・中書左丞相:『 元史』耶律鋳伝 に もとつ く。

13十 年十一月 、遷 光禄大夫 ・平章軍国 重事:『 元史』巻8、 世祖紀5で は、至元十年

三月癸酉に、「以前中書左丞相耶律鋳平章軍国重事、中書左丞張恵為中書右丞」と

記す。

14[亘]年 冬十月、又拝光禄大夫 ・監修 国史 ・中書左丞相:『 元史』巻12、 世祖紀9、

至元十九年冬十月辛卯。なお 同書 の耶律鋳伝 には、これ に続 けて、「二十年冬十 月、

坐不納職 印、妄奏東平人聚謀為逆、間諜幕僚 、及 党罪 囚阿里沙 、遂罷免 、傍没 其

家 貨之半、徒居 山後」 と付 け加 えている。

15祖 宗以来:こ の部分 か ら16行 目の 「君子能掩 之者」に至 るくだ りは、耶律鋳 の遺

命 を伝 える もの とみなすべ きであろ う。

17圃 合氏 、中書公 之女:中 書公 とは、女真貴族 の粘合重 山を さ洗 オ ゴデイ の とき、

右丞相 の楚材 と並 んで中書左丞相の任 にあった(『 元史』巻146、 粘合重山伝)。

18長 圖 徴:「 日希」の二字は、宋子 貞 「中書令耶律公神道碑」 によ り補 う。

21a赤 帖吉真国 、圖 亮 ・希素 ・希光 ・希逸:r元 史』巻180、 耶律希 亮伝 には、「初、

六皇后命赤帖吉氏帰鋳、生希亮於和林南之涼楼、日禿忽思、六皇后遂以其地名之」

と伝 える(危 素 「故翰林学士……耶律公神道碑」もほぼ同じ)。

21b希 援 ・希崇 ・希晟:宋 子貞 「中書令耶律公神道碑 」では この三子 の名 を鉄 くが、

この記 述に よって、そ の名前のみ な らず、いずれ も奇渥温氏(キ ャ ト氏)の 所 生で

あ ると分か る。 もっ とも、『元史』の本伝 には、 「子十一人。希徴 、希 勃、希 亮、

希寛 、希 素、希固、希周 、希光 、希逸准東 宣慰使 、余失其名」 として、他 の史料

には見えない 「希 固」 とい う名 が挙 げ られ ている。杉 山氏の前掲書 に掲 げる系図

(4頁)で は、程釦夫 『雪楼集』巻9、 秦国文靖公神道碑 に、 「女一、適荊湖北道

宣慰副使耶律希 図、中書左丞相鋳之子也」 とある 「希図」 とともに、 これ まで名

の分か らなか った三子 の うちの二名 に比定 してい るが、希固は希図 と同 じ人物の

疑い もあ り、後考 を侯 ちたい。

22a浬 惟正:字 は公理 、論 は貞粛。『元史』巻155の 伝 に、「(至元)十 七年 、遷龍虎衛

上将軍 ・中書左丞、行秦蜀 中書省 事、賜玉帯。 ……二十二年 、改授 陳西行 中書省

左 丞」 とあるほか、呉景 山 『西北民族碑 文』(甘 粛人民出版社、2001年)に 収 め る

朧西県元貞粛公江公神道碑 に も、 「(江維 正)先 嬰石抹 氏、卒。憲宗 以故 丞相 耶律

鋳長女為配、順以上国 上、團 及下邦、人称其婦道焉」として、この部分 とあい

補 う記述 があ る。

22b尚 書公:耶 律 希亮の こと。 もっ とも、至元十七年(1280)以 降 は足疾 を理 由に20

年 あま り公務 か ら退 いていた(『 元史』巻180、 本伝)。

22c天 民:趙 天民 のこ とと判断 され る。 王揮 『秋澗先生大全集 』巻73 、題 践、宋広平

梅花賦 落語 に、 「至元癸 巳(1293)春 、予待 詔闘下 、秘書郎趙 天民来謁。趙 之父、

故 中書 門客也」 とある ことか らみ て、耶律鋳 の門客 だった父親 の縁 で彼 は この墓

誌銘 を依頼 され た らしい。
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【訓読】

故郡主夫人奇渥温氏墓誌銘(題 額)

故 光禄 大夫 ・中書左 丞相 ・監修 国史耶律公郡主夫人墓誌

郡 主夫 人、姓 は奇 渥温氏、小字 は.}Y-.¥"-¥真。斡真大 王の女孫 、捏木児圖大王 の幼女 に し

て、塔 察児 大王の従妹な り。中統の初め、渾都海 なる者、乱 を西土 にて起 こせ しとき、

中書公 、遂 に妻子 を掲棄 し、身 を挺 して来帰す。主上 、公の王室 に忠 なるを以 て、憂

労す る こと甚 だ厚 し。 い まだい くば くな らざるに、東蕃(藩)の 王塔察児 、 旨を奉 じて

郡主 を以 て公 に下嫁せ しむ。 この時 に当るや 、郡主 、甫 めて笄年 に及ぶ。そ の家 を治

め身 を処す るの道 は、一に漢人 の法 を用て し、 いまだ嘗て富貴 を以て人 に驕 らず 、又

た能 く礼 を以 て 自ら防 ぐ。宗廟 の祭 を助 くるに至 りて は、則 ち一にその誠 を尽 くし、

夫家 の親 に接 しては、唯 だそ の謁 に後 るるを恐 る。然 らば勤倹の称あ りて、妬忌 の行

いな し。故 に中外欣欣 として、人の問言す るな し。前史 に載す る所の婦道 に勤む る者

と錐 も、亦た何 をか以て これに加 えん。易 に曰わ く、「女 は位 を内に正 し、男は位 を外

に正す」と。wに 内に正す躰 を得 るものにあ らざらんか。鳴呼、天 は仮年せず。享年、

三十有 三に して、疾 を以て室 に終 る。宴 に庚辰(1280)三.月 の六 日な り。子三人 あ り。

長 を希援 と日い、盆吉刺氏 を嬰 る。 次 を希崇 と日い、安氏 を癸 る。 次 を希晟 と日 う。

女孫 を久安 と日 う。 謹んで トして至元二十 二年(1285)秋 七月十 五 日におい て、中書耶
ぽ ち

律公 と与 に大都 昌平県盆 山なる先笙の次に合葬せ しは、礼な り。既 に葬 るや、諸子泣

して且つ念 じて曰わ く、母氏の聖善は古人に椀 じず。 自 ら惟れ幼 弱なれ ど、敢 えて孝

を忘れんや。願 わ くば諸れ を石 に紀 し、用 て不朽 に伝 えん、と。予に託 して文 を為 り、

以て これ を記 さしめん とす。予、その孝子の心、違 うべか らざるを嘉せ るな り。 敬み

て これ に係 くるに辞 を以て して 日わ く、維 れ夫人の生 るるや 、実に王室の親為 り。 笈

に公 に帰す るに及び ては、亦た能 く貴 を以て人に下 る。既 に険設私謁 の心なければ、
あ あ

以て古人の芳塵 を継 ぐに足 る。 臆、皇天、有徳 を輔 くるに、身 に及 ば ざれば、必ず子

孫 に及ぶな り、 と。

至元二十二年(1285)七 月十五 日、誌す。

山東 の進 士馬利用撰

【補注 】

03斡 真 大王:チ ンギスの弟 、テムゲオ ッチギン。 その子 の捏木児 圖(ネ ムル ト)に つ

いては、『元 史』巻107、 宗室世 系表 に も見あた らず 、不詳。

04a塔 察児大王:オ ッチ ギンの嫡 孫 タガチ ャル。7行 目の 「東蕃 王」 とは、彼 が率い

る東 方三王家 をさす もの と思われ る。

04b中 統之初有渾都海者起乱於西土:渾 都海 の一件 は、耶律鋳墓誌銘 の該 当箇所 を参

照。

12『 易経』下経 ・家人の象伝 。

26山 東進士馬利用:馬 利用 なる人物については定かではない。

(と くなが よ うす け 富 山大学)
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